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第 ５ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２４年５月２１日（月）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員  25大井
お お い

 一司
か ず し

・26笠井
か さ い

 克己
か つ み

・27鈴木
す ず き

 照
てる

正
まさ

・28田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

 

29堀川
ほりかわ

 忠
ただ

重
しげ

・30諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

・31田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

・33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

35池田
い け だ

 昌司
ま さ し

・36森田
も り た

 正孝
まさたか

・37赤堀
あかほり

 嘉夫
よ し お

・38中川
なかがわ

 和雄
か ず お

 

39萩野
は ぎ の

 忠司
た だ し

・40向田
むかいだ

 忠
ただ

美
み

・42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

・48渡邊
わたなべ

 晃一
てるかず

 

                                    以上１６名 

 

欠 席 部 会 委 員  32長谷川
は せ が わ

 博
ひろし

 

 

出席部会員外委員  会長 野田 悟・34 浅井 競 

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・市川調整担当参事・中西担当副主幹 

 

総 合 支 所  久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：木下担当副主幹 

          美杉：松永主査 

 

議 事 録 署 名 者  31田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

・33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

 

事      項 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

報告第４号 農業生産法人の定期報告について 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・ 

      所有権移転） 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・ 

      使用貸借） 

議案第５号 非農地証明願について 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に

ついて ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   早速始めさせていただきますが、本日欠席委員は長谷川委員お一人でござい

ます。 

       それでは、第５回第２農地部会を開会させていただきます。 

       本日、議事録署名議員を指名させていただきますのでよろしくお願いします。

３１番 田中委員・３３番 守山委員、両人よろしくお願いします。 

       それから、本部会に付議されました議案については、事前に通知いたしまし

たとおりでございますので、よろしくお願いします。 

       まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から報告第４

号につきまして事務局から一括して報告をお願いします。事務局、お願いしま

す。 

 

事 務 局   こんにちは。事務局の市川と申します。座って説明をさせていただきます。       

議案書の１ページをお願いいたします。報告第１号 農地法第１８条第６項の

規定による通知についてでございます。 

       番号１、地区 波瀬、借り人     、貸し人     、申請地 一志

町波瀬大法田   番、台帳地目・現況地目とも田、面積１，０８０㎡。 

       これにつきましては、農用地利用権設定を貸し人、借り人の双方の合意に基

づき解約をいたしたものでございます。 

       その他、２番から５番についても同じく利用権設定を合意解約したものでご

ざいます。 

       以上、件数は５件で６，６３７㎡、その内訳内容は、田６，１１９㎡、畑５

１８㎡でございます。 

       恐れ入ります、２ページをお願いします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１、地区 榊原、届出者     、届出地 榊原町カヤウ   番、

台帳地目・現況地目とも田、面積 ９９３㎡、外９筆でございます。合計 ６，

１９１㎡、取得年月日 平成２３年７月２０日、取得事由は    からの相

続で、あっせん等の希望はございません。 

       番号２、地区 大井、届出者     、届出地 一志町大仰荒井   番、

台帳地目・現況地目とも田、面積 １，０７５㎡、外、４ページにかけまして

２９筆でございます。合計 １４，３２７㎡、取得年月日は平成２３年８月８

日、取得事由は    からの相続で、あっせん等の希望はございません。 

       すみません、４ページをお願いします。 

       番号３、地区 高岡、届出者     、届出地 一志町井関神場   番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２７４㎡、外４筆で、合計 ３，６４９㎡、

取得年月日は平成２３年６月１１日、取得事由は    からの相続で、あっ

せん等の希望はございません。 

       以上、件数は３件で２４，１６７㎡、内容は田１４，４２６㎡、畑９，７４

１㎡でございます。 

       次に、５ページをお願いします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 
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       番号１、地区 久居、申請者     、申請地 川方町里ノ内   番、

台帳地目・現況地目ともに畑、面積 １，１８１㎡、外１筆で、合計 １，３

５８㎡。 

       これにつきましては、申請者は申請地に共同住宅の建設および関連する駐車

場を整備しようとするものでございます。 

       報告は以上１件で、１，３５８㎡、内容は畑１，３５８㎡でございます。 

       次に、６ページをお願いします。 

       報告第４号 農業生産法人の定期報告についてでございます。 

       番号１、法人名     、主たる耕作物 野菜、耕作面積 畑０.８６ｈａ、

合計 ０.８６ｈａ。 

       報告案件は以上でございます。組織形態要件、事業要件、構成員要件、業務

執行役員要件のすべてを満たしているものと判断されるところでございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。ただいま事務局から報告がありましたとお

りでございますので、よろしくお願いいたします。 

       それでは、議案事項に入らせていただきます。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）を議題といたします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局    恐れいります、７ページをお願いします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

       番号１から番号３まで関連しておりますので、一括してご説明させていただ

きます。 

       まず、番号１、地区 久居、譲受人     、面積 ２，２３９㎡、譲渡

人     、面積 ２，８６７㎡、申請地 戸木町高川原   番、台帳地

目・現況地目とも畑、面積 ７１４㎡。 

       番号２、地区 久居、譲受人    、面積 ２，２３９㎡、譲渡人     、

面積 ３，１４０㎡、申請地 戸木町高川原   番、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 ６６１㎡。 

       番号３、地区 久居、譲受人    、面積 ２，２３９㎡、譲渡人    、

面積  ５，１６１㎡、申請地 戸木町高川原   番、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 １，３１５㎡。 

       この番号１から番号３につきましては、兼業により営農を縮小しようとする

譲渡人より、譲受人が経営する会社の従業員の雇用のための農業参入を検討し

ているというところでございます。そのため、まず譲受人が申請地を譲り受け、

経営を拡大し、めどが立てば農業参入に取り組みたいというものでございます。 

       番号４、地区 大三、譲受人     、面積 なし、譲渡人     、

面積 ８，４３１㎡、申請地 白山町三ケ野大円   番、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ４１９㎡、外５筆で、合計 ６，９３４㎡。 

       これにつきましては、県外在住で耕作困難なため営農縮小しようとする譲渡

人が、新規就農を希望する姉である譲受人に譲り渡ししようとするものでござ

います。 

       番号５、地区 下之川、譲受人     、面積 ８，３６８.６２㎡、譲渡

人     、面積 ５９１㎡、申請地 美杉町下之川中津   番、台帳地目・



 4 

現況地目とも畑、面積 １２５㎡、外１筆で、合計 ５９１㎡。 

       これにつきましては、譲渡人が農業経営規模の縮小及び遠方に転出し耕作が

困難になりましたため、経営を拡大しようとする譲受人に譲り渡しをしようと

するものでございます。 

       以上で合計件数は５件、合計 １０，２１５㎡、その内容は、田６，５１５

㎡、畑３，７００㎡でございます。 

       以上、議案第１号のいずれの案件につきましても、農業をまじめに行い、ま

た農機具も保有しており、周辺の農地に影響もなく、農地法第３条第２項の各

号に該当しないため、許可要件のすべてを満たしているものと考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会って

いただきました地元委員のご意見を伺います。１、２、３番とお願いします。 

 

大井委員    ２５番 大井です。１・２・３番まとめて説明させていただきます。 

この３カ所については、４月に現地を確認したということで、場所的には、 

の南側の雲出川の堤防の間に戸木地区の畑があるんですけれども、そ

れのちょうど西のほうの部分に当たります。この３筆、これは固まった場所にな

っています。 

詳細については、事務局の説明のとおりで特に問題はないものと思われますの

で、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。４番お願いします。 

 

森田委員   ３６番、森田です。去る１４日の午後、本庁から会長、部会長、本庁事務職

員、それから地元委員が３名、地元事務局員２名で現地確認をさせていただき

ました。 

       場所につきましては、国道１６５号線、グリーンロードがぶつかって   が

ありますが、それから北へ向いて亀山に向かって約２．２ｋｍほど行ったとこ

ろに、交差して市道の三ケ野線、並行して三ケ野川があるんですが、その交差

したところから   へ行ったところです。そこで、同心円２００ｍ以内にそ

の６筆がございまして、内容につきましては事務局の説明のとおりでございま

す。ご審議していただきますようによろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。５番お願いします。 

 

向田委員   ５月１１日に確認させていただきました。現場は茶畑でございます。 

       あとは事務局説明のとおりでございます。よろしくご審議お願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。ただいま地元委員より説明がございましたが、皆

さん方のご意見をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りさせていただきます。ただいま審議をい

ただきました議案第１号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可）を議題といたします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   恐れ入ります、８ページをお願いします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

       番号１、地区 栗葉、申請者     、申請地 庄田町貝下   番、台

帳地目・現況地目とも畑、面積 ２９㎡、外１筆で、合計 ２５０㎡。 

       これにつきましては、申請者が畑を営む一角に物置を建設しようとするもの

でございます。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 栗葉、申請者     、申請地 庄田町上出   番、台

帳地目は畑、現況地目 宅地・面積１３６㎡、外５筆で、合計 １，０２７㎡。 

       これにつきましては、平成８年、先代において分家のために申請地に居宅を

建築し庭園を増設してしまったものでございます。始末書の提出がありますの

で、追認しようとするものでございます。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は２件で１，２７７㎡、その内訳は、畑でございます。 

       いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会って

いただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番お願いします。 

鈴木委員   １番と２番を説明させていただきます。 

       去る１４日の日に委員６名と事務長等２名で現地確認を行いました。 

       １番のほうは、国道沿いに   があるんですけれども、それの南、大体５・

６００ｍ南側で、貝下という集落になります。本屋の東へ物置をつけるという

ことですので、何ら問題はないかと思いますし、詳細については事務局のとお

りでございます。 

       ２番ですけれども、今のほうは国道１６５号線下っていただきまして白山の

ほうへ向かって左が雲出川のほうで、橋があるんですけれども、それの５００

ｍぐらい手前で、ちょうど集落の真ん中に当たります。何ら問題はないかと思

いますので、よろしくご審議のほどお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご

意見をお伺いします。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第２号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号について許可することと決定した

いと思います。 

       引き続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（農業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願いま

す。 

 

事 務 局   恐れ入ります、９ページをお願いします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 大三、譲受人     、譲渡人     、申請地 白山

町三ケ野大円   番、台帳地目 田・現況地目 山林、面積 ３７３㎡、外

９筆で、合計 １，４９７㎡でございます。 

       これにつきましては、申請地地目は田畑であったものの、昭和４６年ころ、

当時耕作を行われていた親族が死亡し、以来、耕作者不在により農地法転用許

可を受けずに植林をしてしまったもので、今般、姉である譲受人に譲り渡そう

とするものでございます。始末書の提出がありますので、追認しようとするも

のでございます。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は１件で１，４９７㎡、その内訳は田３７３㎡、畑１，１２４㎡

でございます。 

       農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たして

いると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会って

いただきました地元委員の方のご意見をお伺いします。 

 

森田委員   ３６番、森田です。去る１４日の日に、会長、部会長、本庁事務職員、それ

から地元委員３名、総合支所事務局員２名で、現地確認をさせていただきまし

た。 

       先ほども言いましたように場所につきましては、国道１６５号線、    か

ら亀山へ向かって２．２ｋｍ行ったところに今も言いました市道三ケ野線、並

行して三ケ野川、そこのところを   へ２００ｍ行ったところ、それの同心

円１１０ｍ以内に２筆がございまして、もう一つはその交差したところからな

おかつ亀山へ向かって５００ｍぐらい行って、その道から約３００ｍ西側のと

ころでございます。 

       内容につきましては事務局説明のとおりでございますので、ひとつよろしく

お願いいたします。 

       以上です。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さ

ん方のご意見をお伺いします。 

       それでは、皆さん方、何かご意見はないですか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 
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議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第３号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号を許可いたします。 

       続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・使用貸借）を議題といたします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   失礼します。恐れ入ります、１０ページをお願いします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 久居、借り人     、貸し人     、申請地 戸木

町中川原   番地、台帳地目 畑・現況地目 雑種地、面積 ７９６㎡、外

１筆で、合計 １，３４４㎡。 

       これにつきましては、貸し人及び貸し人の亡父は昭和４４年ころから申請地

において、地目は畑であったものの農用地転用許可を受けず砂利採取等の事業

を営業してきたもので、今般、事業を継承する借り人によりコンクリートプラ

ントの資材置き場として転用許可申請を行おうとするものでございます。始末

書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。平成２３年１２月１３日付で農用

地除外の許可を受けております。 

       番号２、地区 栗葉、借り人     、貸し人     、申請地 庄田

町貝下   番地、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４６９㎡。 

       これにつきましては、借り人は、現在、市内で借家住まいをしていますが、

子供の成長を考え、父である貸し人の申請地を借り、一般個人住宅を建設しよ

うとするものでございます。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 高岡、借り人     、貸し人     、申請地 一志

町高野小角   番地、台帳地目 田・現況地目 雑種地、面積 ２３０㎡。 

       これにつきましては、借り人は、現在、市内で借家住まいをしていますが、

子供の成長を考え、祖父である貸し人の申請地を借り、一般個人住宅を建設し

ようとするものでございます。 

       なお、申請地は平成１６年ころより農用地転用許可を受けずに自家用車の駐

車場として活用してきましたが、この件につきましては始末書の提出がありま

すので、追認しようとするものでございます。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は３件で２，０４３㎡、その内容は田２３０㎡、畑１，８１３㎡

でございます。 

       いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会って

いただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番をお願いします。 
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大井委員   ２５番、大井です。今月１４日の日の午後に会長始め、部会長、本庁の方と

現地確認、午後に行ってまいりました。 

       場所は先ほど言いました   南側の堤防の間の   の生コンのプラント

がありますが、そのプラントの北側、道路を挟んで北側に当たります。 

       これまでその周りの農地の方も何も苦情もなく来ております。 

       詳細については事務局説明のとおりで、特に問題はないものと思われますの

で、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。２番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２７番、鈴木です。場所は、２号議案で説明させていただいた場所と同じで

す。その  さんが物置を建てられたその北側へ住宅を建てられるということ

で、詳細については事務局の説明どおりですので、よろしくご審議のほどお願

いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。３番お願いします。 

 

田中委員   ３１番、田中です。１４日の日に、守山、田中と、それから事務局２名で現

地確認をさせてもらいました。 

       場所については、ここから北向いて１ｋｍぐらい高岡の高野よりのところ  

なんですが、内容については事務局の説明どおりでございます。 

       また、下水路等々の管理もきちっとされておりますので問題はないかと思い

ますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さ

ん方のご意見をお伺いします。 

       いかがですか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第４号につい

て許可したいと思いますが、これにご異議はございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号を許可いたします。 

       続きまして、議案第５号 非農地証明願についてを議題とします。 

       それでは、事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １１ページをお願いします。 

       議案第５号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 久居、願出者     、申請地 久居藤ヶ丘町藤谷   番、

台帳地目 田・現況地目 雑種地、面積 ７８㎡、外１筆、合計面積１３１㎡。 

       これにつきましては、申請地は昭和５１年８月２７日に新設道路敷地用地と

して当時の久居市に売却した田の残地部分であり、道路完成後は道路法面の一

部及び未利用地として今日に至ってきておるものでございます。 
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       道路建設後２０年以上経過しておりますことから、津市農業委員会非農地証

明事務取扱要領第３条第１項第２号に掲げる要件に該当しております。 

       番号２、地区 栗葉、願出者     、申請地 庄田町馬廻り   番、

台帳地目 田・現況地目 宅地、面積 ３９㎡。 

       これにつきましては、申請地は昭和５２年２月に建設業を営む作業現場への

進入路として、また昭和５５年３月、自宅建設後は宅地の一部として使用して

きているものでございます。 

       自宅等建設後２０年以上経過していると判断されますことから、津市農業委

員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号に掲げる要件に該当しており

ます。 

       番号３、地区 栗葉、願出者     、申請地 庄田町上出   番、台

帳地目 畑・現況地目 宅地、面積 １０９㎡、外２筆で、合計 ２６０㎡。 

       これにつきましては、申請地は地目畑であるものの、５０年以上も前から隣

接する自宅の庭として一体的利用を図ってきたものでございます。 

       始末書の提出もあり、また、申請地が農地以外の用に供されてから２０年以

上経過していると判断されますことから、津市農業委員会非農地証明事務取扱

要領第３条第１項第２号に掲げる要件に該当しております。 

       番号４、地区 栗葉、願出者     、申請地 庄田町上出   番、台

帳地目 畑・現況地目 宅地、面積 ７１㎡、外１筆で、合計 １５６㎡。 

       これにつきましては、番号３の願出者の事案と同様、申請地は地目畑である

ものの、５０年以上も前から隣接する自宅の庭として一体的利用を図ってきた

ものでございます。 

       始末書の提出もあり、また申請地が農地以外の用に供されてから２０年以上

経過していると判断されますことから、津市農業委員会非農地証明事務取扱要

領第３条第１項第２号に掲げる要件に該当しております。 

       番号５、地区 川合、願出者     、申請地 一志町片野南浦   番、

台帳地目 畑・現況地目 宅地、面積 ２７７㎡。 

       これにつきましては、申請地は地目畑であるものの昭和３０年ころから倉庫

を建設し現在に至ってきたもので、申請地が農地以外の用に供されてから２０

年以上経過していると判断されますことから、津市農業委員会非農地証明事務

取扱要領第３条第１項第２号に掲げる要件に該当しております。 

       以上、件数は５件で８６３㎡、その内訳は、田が１７０㎡、畑が６９３㎡で

ございます。以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。ただいま事務局より説明がありましたが、立

ち会っていただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番お願いします。 

 

田口委員   ２８番、田口です。今月１４日に現地確認しましたけれども、これ、結局も

う残地でございます。７８㎡とか３０㎡とかわずかな面積です。 

事務局の説明のとおりでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。２番お願いします。 

 

鈴木委員   ２７番、鈴木です。２番、３番、４番と説明させていただきます。 

       ２番のほうですけれども、国道１６５号線の道路の信号がありまして、そこ

の    の信号から県道一志出家線を一志のほうへ行きまして、大体５００
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ｍから８００ｍぐらいのところですけれども、そこで左側にあるわけですけれ

ども、   の改修に伴う用地買収の道路拡張とかそういう面の関係ですので、

よろしくご審議をお願いいたします。 

       そして、３番ですけれども、２号議案の２のほうで説明させてもらいました、

場所は同じ、前は南側でしたけれども今度は北側になって、以前住宅があると

ころの、現状としては庭になっとるわけですけれども、それを今度４番の  さ

んと分筆して購入されるということですので、そして集落の中にある何ら問題

のないところでありますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。５番お願いします。 

 

守山委員   ３３番、守山です。１４日の日に、委員２名と職員２名で願出者の説明を受

けたわけでございます。 

       場所は津市一志町片野と松阪市嬉野平生町のちょうど境界に当たる場所であ

ります。 

       あとは事務局の説明どおりになります。 

       以上でございます。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。それでは、地元委員より説明がございまし

たが、皆さん方のご意見をお伺いします。 

       よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りいたします。ただいま審議をいただきました議案第５号に

ついて証明したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号を証明いたします。 

       続きまして、別冊としてお配りいたしました議案第６号 農業経営基盤強化

促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題としま

す。事務局、説明をお願いします。 

 

事 務 局   失礼します。別紙、津市農用地利用集積計画をお願いします。 

       議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       表紙を１枚めくっていただいた集計表をごらんいただきたいですけれども、

まず、右下の合計欄に掲げてありますように、今月は総合計で４１件８３，８

３８㎡の集積がございました。その内容は、賃貸借と使用貸借及び所有権移転

でございます。 

       地区別の状況を一番下の合計欄でご説明いたします。 

       まず、久居地区は９件で３１，７２１㎡、その内訳は田が３０，３７６㎡で

畑が１，３４５㎡でございます。 

       一志地区は２１件で２７，１９２㎡、その内訳は田が２６，１０８㎡、畑が

１，０８４㎡でございます。 
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       白山地区は１０件で１９，７０６㎡、その内訳は田１９，１６１㎡、畑５４

５㎡でございます。 

       美杉地区は１件で５，２１９㎡、その内訳は田が５，２１９㎡でございます。 

       以上、合計で田の集積が賃貸借と使用貸借及び所有権移転を合わせまして８

０,８６４㎡。畑の集積が賃貸借と使用貸借を合わせて２，９７４㎡で、総合計

が４１件、８３，８３８㎡となっております。 

       賃貸借、使用貸借及び所有権移転の内訳はご覧の表のとおりでございます。 

       また、認定農業者への集積状況は１８件で、５３，１９４㎡となっておりま

す。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、事務局の説明が終わりましたが、

皆さん方のご意見をお伺いします。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りいたします。ただいま審議をいただきました議案第６号に

ついて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号について適正であると認め、市長

に進達することにいたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案はすべて審議をいただきました。あり

がとうございます。 

 

       これをもちまして、第５回第２農地部会を閉会します。 

 

                              午後２時５５分 

上記は、第５回第２農地部会の議事を録したものである。 

  平成２４年５月２１日 

                       議  長              

 

                       出席委員              

 

                       出席委員              


